
事 務 連 絡

平成２３年１１月１４日

(社)岡山県医師会 御中

(社)岡山県病院協会 御中

岡山県保健福祉部健康推進課

麻しんに関するガイドラインについて

このことについて、厚生労働省健康局結核感染症課から別添のとおり事務連絡がありまし

たので、ご了知のうえ、貴会員への周知方よろしくお願いします。

また、麻しんの「ＩｇＭ抗体検査」は麻しん以外の発疹性ウイルス疾患に罹患している場

合にも陽性となることが指摘されており、このため、平成２３年１月２４日付け健第１１７

５号「麻しんの検査診断について」保健福祉部長通知に基づき、麻しんの遺伝子検査（ＲＴ

－ＰＣＲ法）を実施しておりますので、医療機関において麻しんと診断した場合には、感染

症法に基づく発生届と併せて、患者検体についても提出いただきますよう併せて周知願いま

す。

なお、本通知は、次のホームページに掲載しておりますことを申し添えます。

記

岡山県保健福祉部からの医療安全情報等のお知らせ

http://www.pref.okayama.jp/hoken/hohuku/tuuchi/top.htm
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厚生労働省健康局結核感染症課 

 
 

 
 麻しんに関するガイドラインについて 

 
 
日頃より感染症対策へのご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 
麻しんについては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平

成 10 年法律第 114 号。以下「感染症法」という。）第 12 条第 1 項に基づき、全数把

握対象疾病として把握しており、患者が発生した場合には、「麻しんの検査診断につ

いて（健感発 1111 第 2 号平成 22 年 11 月 11 日付け厚生労働省健康局結核感染症課長

通知）」により、麻しん患者の発症早期の検体を可能な限り確保して遺伝子検査を実

施し、麻しんの正確な診断に努めるほか、必要な疫学調査を行い、適切な対策を講じ

ていただくようお願いしております。 
 今般、国立感染症研究所感染症情報センターから、「医師における麻しん届出ガイ

ドライン 第三版」、「医療機関での麻疹対応ガイドライン 第三版」、「麻しん排除に

向けた積極的疫学調査ガイドライン 第三版」が作成され、公表されました。 
貴管内医療機関に対しても、ガイドラインについて周知をしていただき、一層の麻

しん対策を進めていただくよう、お願いいたします。 

 
国立感染症研究所感染症情報センター ホームページ  
http://idsc.nih.go.jp/disease/measles/04.html 
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医師による麻しん届出ガイドライン 第三版 

                                  平成23年9月25日 

                          国立感染症研究所感染症情報センター 

 

  

１．はじめに ～麻しんのサーベイランスの概要～ 

わが国の麻しんのサーベイランスは1981年7月に厚生省の事業として定点把握調査が開始されま

した。1999年4月からは「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（感染症法）」

に基づく調査となり、15 歳未満(*)は小児科定点把握疾患として全国約 3,000 ヵ所の小児科医療を

提供している医療機関から、15歳以上は基幹定点把握疾患として全国約 470ヵ所の病院（300床以

上の病院で、内科、外科があり、小児科医療と内科医療を提供しているもの）から届けられていま

した（*1999年4月～2006年3月は18歳以上）。届出内容は、小児科定点からは性別・年齢群別患

者数、基幹定点からは性・年齢・検査方法と検体名であり、ともに週に一回まとめての届出でした。 

2008年1月からは全数把握疾患となり、麻しん患者と診断した医師すべてに、届出基準に基づく

1 例毎の届出が義務付けられています。届出内容は、性、年齢、症状、診断方法、感染経路、感染

地、ワクチン接種歴などです。 

さらに、麻しん排除の目標である 2012年を前に、1例毎の麻しんの確定診断を確実にし、合わせ

て麻しんウイルスの伝播状況や排除状態を把握するため、2011年4月からは届出内容に、発疹と発

熱の出現日や、検体採取日、麻しんウイルスの遺伝子型、国外感染が疑われる場合にはその渡航期

間なども含まれるようになっています。 

 

２．届出の前に 

1) 届出基準 の確認： 届出基準（p8）に合致する症例が届出の対象です。 

全国のすべての医師が同一の基準（症例定義：case definition）に基づいて届け出ることによっ

て、正確な解析に適したデータが集積されます。 

麻しんでは、以下の3つに場合に分けて届出基準が規定されています。 

(1)麻しん(検査診断例)：発熱、発疹、カタル症状の 3つ全てを認め、かつ検査診断されている。 

(2)麻しん(臨床診断例)：発熱、発疹、カタル症状の 3つ全てを認める。 

(3)修飾麻しん(検査診断例)：発熱、発疹、カタル症状のどれかを認め、かつ検査診断されている。 

※以下の（例）のような場合は、臨床的には麻しんあるいは修飾麻しんと判断されると考えられま

すが、届出の対象にはなりません。 

（例１）検査診断された麻しん症例との接触歴があり、10 日後に発疹が出現。発熱、カタル症状

なし。検査実施なし。 

→症状として発熱、カタル症状もあれば麻しん（臨床診断例）として、または検査診断されれば

修飾麻しん（検査診断例）として届出対象です。 

（例２）発熱、咳、コプリック斑を認めるが、発疹なし。検査診断実施なし。 
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→症状として発疹が加われば麻しん（臨床診断例）として、検査診断されれば修飾麻しん（検

査診断例）として、両方があれば麻しん（検査診断例）として、届出対象です。 

ただし、これらのような届出基準未満（あるいは未満の段階）の症例を診療された場合には、地

域の発生状況や集団発生の危険性に加えて迅速な防疫対策の重要性などから、必要に応じて保健所

に連絡し、積極的に検査診断することも考慮します。 

 

2) 届出用紙： 麻しんの届出票（p9）を記入して届け出ます。 

 記入方法は「３．届出票の記入方法」をご参照ください。 

 

3) 届出期限・届出先 ： 診断後24時間以内に、管轄（最寄り）の保健所へ届け出ます。 

麻しんを含む五類全数把握疾患は診断後 7日以内に届け出ることとされていますが、麻しんは、

迅速な行政対応の必要性から、特別に、より早期の届出が求められています。また、もし7日を過

ぎてしまっていても罰則はなく、忘れていることに気づいたらすぐに届け出ます。（届出を怠った場

合には法に基づく罰則が科せられます。） 

 

３．届出票の記入方法 

届出票（p9）の各項目番号に沿って、記入上の注意点を以下に示します。記入例（p10）もご参照

ください。 

１ 診断（検案）した者（死体）の類型 ： 該当する方を選択。 

初診時に生きている人を診察した場合は「患者（確定例）」であり、初診時に死亡していて死体

の検案をした場合は、「感染症死亡者の死体」です。 

 

２ 性別 ： 該当する方を選択。 

 

３ 診断時の年齢 ： 診断時の年齢を記載。0歳の場合には月齢を記載。 

 

病型 （番号なし）： 届出基準に示された要件により、該当するものを選択。 

検査診断を実施されていない臨床診断例も届出の対象ですが、可能な限り、検査診断を行います。 

検査としては、① 地方衛生研究所で、PCR検査・ウイルス分離検査 ②医療機関で、血清IgM

抗体検査を実施します。①によって、ウイルスの遺伝子型もわかります。検体の種類や採取時期、

また結果の判断方法については、「最近の知見に基づく麻疹の検査診断の考え方」（p11）を参考に

してください。 

 

４ 症状 ： 該当する症状すべてに○をつけます。発熱と発疹はその出現日も記載します。項目 

としてあげられていなくても、重要な症状や診断に際して有用であった症状、基礎疾患、内服薬 

などについて、「その他」の欄に記載します。 
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届出後に中耳炎、肺炎、脳炎などの合併症が出現した場合には、届出後であっても、電話や、

送付した用紙に追加記載するなどして、できるだけ保健所に報告します。また、脳炎を合併した

場合には、急性脳炎（五類感染症全数把握疾患）の届出も必要です。急性脳炎の届出票（p12）

を記入し、保健所に届け出ます。 

 

５ 診断方法 ：届出票には、届出基準に示されている診断方法があらかじめ記載されています(次

頁参照)。 

届出時の病型毎に記載方法を以下に示します。 

1) 麻しん（検査診断例）/修飾麻しん（検査診断例）⇒下記（ア）～（オ）のうち、検査中のも 

のも含め、検体採取日などの項目を記載します。検査診断例と判断される結果が得られている検 

査は、その結果も記入します（結果がまだ得られていない検査は検体・検体採取日のみ記入しま 

す）。検査診断例の届出なので、少なくとも1つ以上の検査結果が得られていることが必要です。

例：（ウ）血清IgM抗体による検査診断例の場合で、さらに地方衛生研究所で（ア）（イ）の検査

を実施する場合 ⇒（ウ）の検体採取日・結果・抗体価を記入し、（ア）（イ）の検体・検体採取日

を記入します。 

 

2) 臨床診断例として届け出る場合で、検査を実施する（している） ⇒（カ）臨床決定を○で囲 

み、（ア）～（オ）のうち実施する検査全ての検体採取日などの項目を記載します。結果が判明し 

たら、その検査結果と、検査診断例に変更するか/麻しんを否定し届出を取り下げるかの判断を保 

健所に連絡します。判断には、「最近の知見に基づく麻疹の検査診断の考え方」(p11)を参考にして 

ください。地方衛生研究所で検査を実施した場合には、保健所から結果が報告されるので、その 

結果を踏まえての判断を伝えます。医療機関で実施された検査結果（血清IgM抗体価）から、臨 

床診断例→検査診断例と判断された場合には、届出後であっても追加で保健所に報告します。そ 

の際には、電話で連絡する、あるいは前に送付した届出票に上書き、または別紙にどの症例かが 

わかるように記載して送るなどしてください。検査結果から、麻しんではないと判断された場合 

は、その旨保健所に連絡し届出を取り下げます。 

 

3) 臨床診断例として届け出る場合で、検査は実施しない ⇒（カ）臨床決定を○で囲みます。検

査実施しない旨（その理由など）を記載していただくと、届出を受理した保健所のその後の対応

が判断しやすくなります。 

 

※その他の追加情報として、臨床的に疑われた麻しん以外の疾患で、検査により否定されたもの

の病原体（例えば、風しんウイルス、パルボウイルス B19、ヒトヘルペスウイルス 6 など）の検

査結果などがある場合には、欄外などの可能なスペースに記載していただくと、今後の知見とし

て参考になります。 
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－届出票に記載されている診断方法－ 

（ア）分離・同定による病原体の検出  

 検体：咽頭ぬぐい液・血液・髄液・尿・その他（     ） 

検体採取日（   月  日              ） 

結果（ 陽性・陰性 ） 

遺伝子型：（                     ） 

（イ）検体から直接のＰＣＲ法による病原体遺伝子の検出 

検体：咽頭ぬぐい液・血液・髄液・尿・その他（    ） 

検体採取日（   月  日             ） 

結果（ 陽性・陰性 ） 

遺伝子型：（                     ） 

(ウ)血清ＩｇＭ抗体の検出  

検体採取日（   月  日             ） 

結果（ 陽性・陰性・判定保留 ） 

抗体価：（                     ） 

（エ）ペア血清による抗体の検出 

検体採取日（1回目  月  日 2回目   月  日） 

抗体価  （1回目       2回目       ） 

結果：抗体陽転・抗体価の有意上昇 

検査方法：EIA ・HI・NT・PA・その他（         ） 

（オ）その他の方法（                ） 

検体（                       ） 

検体採取日（   月  日             ） 

結果（                       ） 

（カ）臨床決定（                  ） 

 

≪注意点≫ 

（ア）「分離・同定による病原体の検出」、(イ)「検体から直接の PCR法による病原体遺伝子の検出」

は、現時点では保険適用がありませんが、これらの検査は、保健所（自治体）の判断により、地方

衛生研究所または国立感染症研究所で実施されるので、最寄りの保健所に相談します。あるいは、

保健所から提供の依頼があった場合は協力します。保健所に検体を提出する場合には所定の用紙（検

査票）（p13）に必要事項を記載します。 

（ウ）「血清IgM抗体の検出」、（エ）「ペア血清による抗体の検出」は、各医療機関において実施し

ます（保険適用）。 

（ウ）「血清IgM抗体の検出」は、麻しんの場合、発疹出現後 3日以内に採血された検体では、陰 

性になる場合があるため、麻しん患者との接触状況、症状から麻しんが強く疑われるにも関わらず
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IgM 抗体が陰性であった場合は、日を改めて再度検査することに加えて、急性期と回復期のペア血

清での抗体検査を実施することが望まれます。また、secondary vaccine failure（2次性ワクチン

不全）等で発症した修飾麻疹の場合、急性期から麻疹特異的 IgG抗体価が高値となることが多いの

で、抗体価の判定には十分注意する必要があります。さらに、パルボウイルス B19（伝染性紅斑）、

HHV6/HHV7（突発性発疹）、デング熱ウイルス（デング熱）感染の急性期に、麻疹 IgM抗体が陽性に

なる場合があります。IgM 抗体価が 5.0 未満と比較的低い場合には、これらのウイルスの感染の可

能性を考慮する必要があります。「最近の知見に基づく麻疹の検査診断の考え方」（p11）を参考にし

てください。 

（エ）「ペア血清での抗体の検出」において、「抗体陽転」とは抗体陰性から抗体陽性になること 

です。「抗体価の有意上昇」とは被験血清を段階希釈して検査する抗体測定方法（HI法、NT法、PA

法、CF法）の場合に用いる判定基準です。急性期の抗体価に比して、回復期の抗体価が 4倍（2管

という表現を使う場合もある。）以上の上昇を認めた場合、有意上昇と判定します。EIA法は、その

抗体価の値により陽性（＋）、判定保留（±）、陰性（-）のいずれかに判定されるものです。EIA法

で測定された抗体価については、使用された検査キットによって値が異なることに加えて、有意上

昇の明確な基準が定められていないので、他の検査診断の結果ともあわせて総合的に判断します。 

※なお、当該疾患が麻しんであるかどうかの確定診断には、上記のように CF法や HI法が用いられ

る場合がありますが、麻しん罹患後長期間経過した場合、あるいはワクチン既接種者で、被験者が

麻疹に対する免疫を保有しているかどうかの検査には、感度が低い CF法あるいは HI法を用いるこ

とは適しません。 

（オ）「その他の検査方法」で診断の根拠となったものがあった場合はそれを記載します。ただし、

その他の検査方法のみによる診断は、原則届出基準に合致しません。 

 

６ 初診年月日 ： 麻しんについて初診した日を記載。 

基礎疾患や慢性疾患で外来通院中あるいは入院中の発症である場合などでも、麻しんに関する

初診日を記載します。 

 

７ 診断（検案）年月日 ： 届出基準に当てはまる麻しん症例と診断した年月日を記載。 

検査診断例では結果が得られて、検査診断のついた日です。 

 

８ 感染したと推定される年月日 ： 感染源と思われる人と会った等の年月日を記載。 

感染拡大状況の把握などにつながり、対策上重要な情報になるので、日にちまでは特定できない

場合には、記載しないのではなく、月までや上旪・中旪・下旪などわかる範囲で記載します。 

 

９ 発病年月日 ： 発病日は、麻しんに由来する発熱、カタル症状もしくは発疹のいずれかの症

状が初めて出現した日をいいます。 

感染推定日とともに、感染拡大状況の把握などにつながり、対策上重要な情報になるので、日に

5



ちまでは特定できない場合には、記載しないのではなく、月までや上旪・中旪・下旪などわかる

範囲で記載します。 

 

10 死亡年月日 ： 麻しんが原因で死亡した場合に記載します。 

死亡の情報は疾患の重篤性を知る上で重要な情報になります。そのため、死体を検案した場合で  

なくても死亡が確認されていれば記載します。麻しん以外の原因で死亡した場合には、欄外など

に死亡原因を記載します。届出後に死亡が確認された場合にはできるだけ保健所に連絡します。 

 

11 感染原因・感染経路・感染地域： 

感染源調査、アウトブレイクの探知、感染拡大防止に有用であり、感染症対策に直結した非常に

重要な項目です。 

① 感染原因・感染経路 

・（確定・推定）の選択についての判断基準は示されていないので、状況により判断し、いずれか

を選択します。 

・感染経路は、飛沫・飛沫核感染か接触感染が考えられます。感染源になったと考えられる人や、

施設内での集団発生、地域の流行などとの関連が考えられる場合にはその内容を記載します。 

 

② 感染地域 

・（確定・推定）の選択についての基準は示されていないので、状況により判断し、いずれかを選

択します。 

・潜伏期間、当該者の旅行や帰省などの移動歴、現地の流行状況などを考慮し、感染したと考え

られる日にどこにいたかを判断します。 

日本国内の場合には、都道府県名と可能な限りその詳細地域・場所を記載します。旅行や帰省

など、住所地以外の場合には、欄外に滞在期間を欄外などの可能なスペースに記載します。 

国外の場合には、国名と可能な限りその詳細地域・場所、渡航期間を記載します。 

 

③ 麻しん含有ワクチン接種歴 

・麻しん含有ワクチンとは、麻しんワクチン、MRワクチン、MMRワクチンなどを指します。 

・1回目及び2回目（1回目の接種が有の場合）の接種の有無、ワクチンの種類、接種年月日、製

造会社およびLot番号を記載します。できるだけ、母子手帳やカルテの記録などで確認して、記

載します。記憶による場合にはその旨欄外に記載することが望まれます。 

 

届出票に記載箇所のない重要な情報の記載 

・保健所等における麻しん対策の実施に必要と考えられることを積極的に記載することが望まれ

ます。例えば、家族内発生状況、在籍する学校での集団発生の疑い、患者の職業・職種（特に、

多くの感受性者に接するなど、周囲への感染拡大の危険性）、保健所へのアドバイス、その他の項

6



目には書けなかった事項などを記載します。 

・また行政対策上必要な場合には、保健所から、当該者の氏名、住所、現在の連絡先などを、聞

かれることがあるので、できるだけご協力ください。保健所からの問い合わせに備え、保健所か

ら求めがあれば氏名、住所、連絡先を伝えること、また、麻しんの流行の抑制や制圧のためには

調査結果に基づいた対策が必要であり、可能な限り保健所が実施する調査への協力が勧められる

ことを、患者（または保護者）にあらかじめ伝えておいていただくと、保健所の対応の助けにな

ると思われます。 
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１４－３ 麻しん  

（１）定義 

麻しんウイルスによる急性熱性発疹性疾患である。 

（２）臨床的特徴 

潜伏期は通常 10～12 日間であり、症状はカタル期（２～４日）には３８℃前後の発熱、咳、

鼻汁、くしゃみ、結膜充血、眼脂、羞明などであり、熱が下降した頃に頬粘膜にコプリック

斑が出現する。発疹期（３～４日）には一度下降した発熱が再び高熱となり（３９～４０℃）、

特有の発疹（小鮮紅色斑が暗紅色丘疹、それらが融合し網目状になる）が出現する。発疹は

耳後部、頚部、顔、体幹、上肢、下肢の順に広がる。回復期（７～９日）には解熱し、発疹

は消退し、色素沈着を残す。肺炎、中耳炎、クループ、脳炎を合併する場合がある。麻しん

ウイルスに感染後、数年から十数年以上経過してＳＳＰＥ（亜急性硬化性全脳炎）を発症す

る場合がある。 

なお、上記症状を十分満たさず、一部症状のみの麻しん（修飾麻しん）もみられることが

ある。これはワクチンによる免疫が低下してきた者に見られることが多い。 

（３）届出基準 

ア 患者（確定例） 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から麻しんが疑われ、

かつ、（４）の届出に必要な要件を満たすと診断した場合には、法第１２条第１項の規定に

よる届出を７日以内に行わなければならない。 

イ 感染症死亡者の死体 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から麻しんが疑わ

れ、かつ、（４）の届出に必要な要件を満たすと診断した場合には、法第１２条第１項の規

定による届出を７日以内に行わなければならない。 

（４）届出のために必要な要件 

ア 麻しん（検査診断例） 

届出に必要な臨床症状の３つすべてを満たし、かつ、届出に必要な病原体診断のいずれかを

満たすもの。 

イ 麻しん（臨床診断例） 

届出に必要な臨床症状の３つすべてを満たすもの。 

ウ 修飾麻しん（検査診断例） 

届出に必要な臨床症状の１つ以上を満たし、かつ、届出に必要な病原体診断のいずれかを満

たすもの。 

届出に必要な臨床症状 

ア 麻しんに特徴的な発疹 

イ 発熱 

ウ 咳嗽、鼻汁、結膜充血などのカタル症状 

届出に必要な病原体診断 

検査方法 検査材料 

分離・同定による病原体の検出 咽頭拭い液、血液、髄液、尿 

 検体から直接のＰＣＲ法による病原体の遺伝子の検出 

抗体の検出（ＩｇＭ抗体の検出、ペア血清での抗体陽転

又は抗体価の有意の上昇） 

血清 
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別記様式５－１４－３ 

麻  し  ん  発  生  届 

都道府県知事（保健所設置市・特別区長） 殿 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第１２条第１項（同条第６項において準用する場合を含む。）
の規定により、以下のとおり届け出る。 

報告年月日 平成  年  月  日 
医師の氏名                            印  

（署名又は記名押印のこと） 
従事する病院・診療所の名称                        
上記病院・診療所の所在地(※)                       
電話番号(※)     （      ）      －          

（※病院・診療所に従事していない医師にあっては、その住所・電話番号を記載） 

１ 診断（検案）した者（死体）の類型 

・患者（確定例） ・感染症死亡者の死体  

 

病     型 １１ 感染原因・感染経路・感染地域 

1)麻しん（検査診断例）  2)麻しん（臨床診断例） 

3)修飾麻しん（検査診断例） 

 

①感染原因・感染経路（ 確定・推定 ） 

 

１ 飛沫・飛沫核感染（感染源となった麻疹患者・状況：                

（                              ） 

 

２ 接触感染（感染源となった麻疹患者・物の種類・状況： 

  （                              ） 

                        

３ その他（ 

                           ） 

 

②感染地域（ 確定 ・ 推定 ） 

１ 日本国内（     都道府県    市区町村） 

２ 国外（           国 

詳細地域                      ） 

渡航期間 

（                          ） 

 

③麻しん含有ワクチン接種歴  

1回目 有（    歳）・ 無 ・ 不明 

ワクチンの種類（麻しん単抗原・ＭＲ・ＭＭＲ・不明） 

接種年月日（ Ｓ・Ｈ   年  月   日 ・不明） 

製造会社/Ｌｏｔ番号（      /     ・不明） 

2回目 有（    歳）・ 無 ・ 不明 

ワクチンの種類（麻しん単抗原・ＭＲ・ＭＭＲ・不明） 

接種年月日（ Ｓ・Ｈ   年  月   日 ・不明） 

製造会社/Ｌｏｔ番号（      /     ・不明） 

 

 

 

                                                                 

６ 初診年月日         平成  年  月  日 
７ 診断（検案(※)）年月日   平成  年  月  日 
８ 感染したと推定される年月日 平成  年  月  日 
９ 発病年月日（＊）      平成  年  月  日 
10 死亡年月日（※）      平成  年  月  日 

４ 

 

症 

状 

・発熱（ 月 日出現） ・咳 ・鼻汁 ・結膜充血 ・

眼脂 ・コプリック斑 ・発疹（ 月 日出現）・肺炎  ・

中耳炎  ・腸炎  ・クループ ・脳炎（急性脳炎の届出

もお願いします）・その他（   ） 

 

５ 

 

診

断

方

法 

陰性結果を含め実施したもの全て記載して下さい。 

 

(ア) 分離・同定による病原体の検出 

検体： 咽頭拭い液・血液・髄液・尿・その他（     ） 

検体採取日（     月     日       ） 

結果（ 陽性・陰性 ） 

遺伝子型：（                 ） 

 

(イ) 検体から直接のＰＣＲ法による病原体遺伝子の検出 

検体： 咽頭拭い液・血液・髄液・尿・その他（     ） 

検体採取日（     月     日       ） 

結果（ 陽性・陰性 ） 

遺伝子型：（                    ） 

 

(ウ) 血清ＩｇＭ抗体の検出 

検体採取日（     月     日       ） 

結果（ 陽性・陰性・判定保留 ） 

 抗体価：（                     ） 

 

(エ) ペア血清での抗体の検出 

検体採取日（ 1回目  月   日 2回目   月   日 ）    

抗体価  （ 1回目        2回目         ）   

結果：抗体陽転・抗体価の有意上昇 

 検査方法： EIA ・ HI ・ NT ・ PA ・ その他（   ） 

 

(オ) その他の検査方法（              ） 

 検体（                       ） 

検体採取日（     月     日       ） 

 結果（                      ） 

 

(カ) 臨床決定（                  ） 

（1，2，4，5，11欄は該当する番号等を○で囲み、3，6から 10欄は年齢、年月日を記入すること。 
（※）欄は、死亡者を検案した場合のみ記入すること。 

（＊）欄は、患者（確定例）を診断した場合のみ記入すること。4,5欄は、該当するものすべてを記載すること。） 

２ 性 別 ３ 診断時の年齢 （0歳は月齢） 

男 ・ 女     歳（   か月） 

１．麻しんについては、診断を行った医師は７日以内に届出をしていただくこととなっておりますが、麻しんに対するよ

り迅速な行政対応に資するため、麻しんを診断した医師は２４時間以内を目処に最寄りの保健所への届出を行っていた

だくようお願いします。 

２．臨床診断例については、届出後であっても可能な限り検査診断を実施し、その結果について最寄りの保健所に報告し

ていただくようお願いします。 
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別記様式５－１４－３ 

麻  し  ん  発  生  届 

都道府県知事（保健所設置市・特別区長） 殿 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第１２条第１項（同条第６項において準用する場合を含む。）
の規定により、以下のとおり届け出る。 

報告年月日 平成  年  月  日 
医師の氏名                            印  

（署名又は記名押印のこと） 
従事する病院・診療所の名称                        
上記病院・診療所の所在地(※)                       
電話番号(※)     （      ）      －          

（※病院・診療所に従事していない医師にあっては、その住所・電話番号を記載） 

１ 診断（検案）した者（死体）の類型 

・患者（確定例） ・感染症死亡者の死体  

 

病     型 １１ 感染原因・感染経路・感染地域 

1)麻しん（検査診断例）  2)麻しん（臨床診断例） 

3)修飾麻しん（検査診断例） 

 

①感染原因・感染経路（ 確定・推定 ） 

 

１ 飛沫・飛沫核感染（感染源となった麻疹患者・状況：                

（                              ） 

 

２ 接触感染（感染源となった麻疹患者・物の種類・状況： 

  （                              ） 

                        

３ その他（ 

                           ） 

 

②感染地域（ 確定 ・ 推定 ） 

１ 日本国内（     都道府県    市区町村） 

２ 国外（           国 

詳細地域                      ） 

渡航期間 

（                          ） 

 

③麻しん含有ワクチン接種歴  

1回目 有（    歳）・ 無 ・ 不明 

ワクチンの種類（麻しん単抗原・ＭＲ・ＭＭＲ・不明） 

接種年月日（ Ｓ・Ｈ   年  月   日 ・不明） 

製造会社/Ｌｏｔ番号（      /     ・不明） 

2回目 有（    歳）・ 無 ・ 不明 

ワクチンの種類（麻しん単抗原・ＭＲ・ＭＭＲ・不明） 

接種年月日（ Ｓ・Ｈ   年  月   日 ・不明） 

製造会社/Ｌｏｔ番号（      /     ・不明） 

 

 

 

                                                                 

６ 初診年月日         平成  年  月  日 
７ 診断（検案(※)）年月日   平成  年  月  日 
８ 感染したと推定される年月日 平成  年  月  日 
９ 発病年月日（＊）      平成  年  月  日 
10 死亡年月日（※）      平成  年  月  日 

４ 

 

症 

状 

・発熱（ 月 日出現） ・咳 ・鼻汁 ・結膜充血 ・

眼脂 ・コプリック斑 ・発疹（ 月 日出現）・肺炎  ・

中耳炎  ・腸炎  ・クループ ・脳炎（急性脳炎の届出

もお願いします）・その他（   ） 

 

５ 

 

診

断

方

法 

陰性結果を含め実施したもの全て記載して下さい。 

 

(ア) 分離・同定による病原体の検出 

検体： 咽頭拭い液・血液・髄液・尿・その他（     ） 

検体採取日（     月     日       ） 

結果（ 陽性・陰性 ） 

遺伝子型：（                 ） 

 

(イ) 検体から直接のＰＣＲ法による病原体遺伝子の検出 

検体： 咽頭拭い液・血液・髄液・尿・その他（     ） 

検体採取日（     月     日       ） 

結果（ 陽性・陰性 ） 

遺伝子型：（                    ） 

 

(ウ) 血清ＩｇＭ抗体の検出 

検体採取日（     月     日       ） 

結果（ 陽性・陰性・判定保留 ） 

 抗体価：（                     ） 

 

(エ) ペア血清での抗体の検出 

検体採取日（ 1回目  月   日 2回目   月   日 ）    

抗体価  （ 1回目        2回目         ）   

結果：抗体陽転・抗体価の有意上昇 

 検査方法： EIA ・ HI ・ NT ・ PA ・ その他（   ） 

 

(オ) その他の検査方法（              ） 

 検体（                       ） 

検体採取日（     月     日       ） 

 結果（                      ） 

 

(カ) 臨床決定（                  ） 

（1，2，4，5，11欄は該当する番号等を○で囲み、3，6から 10欄は年齢、年月日を記入すること。 
（※）欄は、死亡者を検案した場合のみ記入すること。 

（＊）欄は、患者（確定例）を診断した場合のみ記入すること。4,5欄は、該当するものすべてを記載すること。） 

２ 性 別 ３ 診断時の年齢 （0歳は月齢） 

男 ・ 女     歳（   か月） 

１．麻しんについては、診断を行った医師は７日以内に届出をしていただくこととなっておりますが、麻しんに対するよ

り迅速な行政対応に資するため、麻しんを診断した医師は２４時間以内を目処に最寄りの保健所への届出を行っていた

だくようお願いします。 

２．臨床診断例については、届出後であっても可能な限り検査診断を実施し、その結果について最寄りの保健所に報告し

ていただくようお願いします。 
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タイプライターテキスト

Tomoe Shimada
タイプライターテキスト
パリ

Tomoe Shimada
タイプライターテキスト

Tomoe Shimada
タイプライターテキスト

Tomoe Shimada
タイプライターテキスト

Tomoe Shimada
タイプライターテキスト

Tomoe Shimada
タイプライターテキスト

Tomoe Shimada
タイプライターテキスト

Tomoe Shimada
タイプライターテキスト
3月15日～31日

Tomoe Shimada
タイプライターテキスト

Tomoe Shimada
タイプライターテキスト

Tomoe Shimada
タイプライターテキスト

Tomoe Shimada
タイプライターテキスト
23

Tomoe Shimada
タイプライターテキスト
23

Tomoe Shimada
タイプライターテキスト

Tomoe Shimada
タイプライターテキスト

Tomoe Shimada
タイプライターテキスト
4

Tomoe Shimada
タイプライターテキスト

Tomoe Shimada
タイプライターテキスト
　6

Tomoe Shimada
タイプライターテキスト

Tomoe Shimada
タイプライターテキスト

Tomoe Shimada
タイプライターテキスト

Tomoe Shimada
タイプライターテキスト

Tomoe Shimada
タイプライターテキスト

Tomoe Shimada
タイプライターテキスト

Tomoe Shimada
タイプライターテキスト
4

Tomoe Shimada
タイプライターテキスト

Tomoe Shimada
タイプライターテキスト

Tomoe Shimada
タイプライターテキスト

Tomoe Shimada
タイプライターテキスト
23

Tomoe Shimada
タイプライターテキスト

Tomoe Shimada
タイプライターテキスト
3　

Tomoe Shimada
タイプライターテキスト
27

Tomoe Shimada
タイプライターテキスト

Tomoe Shimada
タイプライターテキスト

Tomoe Shimada
タイプライターテキスト

Tomoe Shimada
タイプライターテキスト
23

Tomoe Shimada
タイプライターテキスト

Tomoe Shimada
タイプライターテキスト

Tomoe Shimada
タイプライターテキスト
4

Tomoe Shimada
タイプライターテキスト

Tomoe Shimada
タイプライターテキスト

Tomoe Shimada
タイプライターテキスト
3

Tomoe Shimada
タイプライターテキスト

Tomoe Shimada
タイプライターテキスト

Tomoe Shimada
タイプライターテキスト

Tomoe Shimada
タイプライターテキスト

Tomoe Shimada
タイプライターテキスト
4

Tomoe Shimada
タイプライターテキスト

Tomoe Shimada
タイプライターテキスト

Tomoe Shimada
タイプライターテキスト
6

Tomoe Shimada
タイプライターテキスト

Tomoe Shimada
タイプライターテキスト

Tomoe Shimada
タイプライターテキスト

Tomoe Shimada
タイプライターテキスト

Tomoe Shimada
タイプライターテキスト

Tomoe Shimada
タイプライターテキスト

Tomoe Shimada
タイプライターテキスト

Tomoe Shimada
タイプライターテキスト

Tomoe Shimada
タイプライターテキスト

Tomoe Shimada
楕円

Tomoe Shimada
楕円

Tomoe Shimada
楕円

Tomoe Shimada
楕円

Tomoe Shimada
楕円

Tomoe Shimada
楕円

Tomoe Shimada
楕円

Tomoe Shimada
楕円

Tomoe Shimada
楕円

Tomoe Shimada
引き出し線
検査結果が判明するまでは臨床的な判断で届出し、速やかな対応につながるようにしましょう。

Tomoe Shimada
引き出し線
できるだけ具体的に記入してください。日付は「○月○日頃」でも構いません。

Tomoe Shimada
引き出し線
可能な限り、記憶ではなく、母子手帳などの記録で確認をお願いいたします。確認が困難な場合には「不明」を選択してください。

Tomoe Shimada
引き出し線
渡航歴は重要な情報です。地域や渡航期間をできるだけ具体的に記入してください。

Tomoe Shimada
長方形

Tomoe Shimada
長方形

Tomoe Shimada
引き出し線
検査結果を解釈する際にこれらの日付が大きな役割を果たします。問診の際に、できるだけ正確な日付を聴いて下さい。

Tomoe Shimada
長方形

Tomoe Shimada
引き出し線
臨床的に麻疹を疑い検査検体を提出した段階では、検体の種類と採取日の記入だけで構いません。



①

診断後すぐに １つ以上の検体か

最近の知見に基づく麻疹の検査診断の考え方(国立感染症研究所麻疹対策技術支援チーム作成）

麻疹と検査診断。
麻疹特異的IgM抗体陽性あるいは麻疹特異的IgG抗体

PCR/ウイルス分離等で、

参考文献:
IASR Vol.31 No.2（No.360）February 2010
IASR Vol.31 No.9（No.367）September 2010

診断後すぐに
（発疹出現後7
日以内）に、

血液（EDTA血）、

１つ以上の検体か
ら、麻疹ウイルス

（＋）

検体が1つしか搬

再度検体提出
を依頼。
（尿を含めて発

麻疹特異的 g 抗体陽性ある は麻疹特異的 gG抗体
価の陽転あるいは有意上昇があれば更に確実。

1つ以上の検体から、麻疹ウイルス
（+）

咽頭ぬぐい液、
尿の3点セット

（できれば2点以
上）※１を、

検体が1つしか搬
入されず、かつ

麻疹ウイルス（－）

検討したすべての
検体で 麻疹

（尿を含めて発
疹出現後21日
以内の検体を2
検体以上）※２①

と
②

検討したすべての検体で麻疹ウイルス
（－）

麻疹
と

臨床
診断

保健所を通して
地方衛生研究

所に搬送

検体で、

麻疹ウイルス（－）

IgM＜1 21

麻疹
否定的 麻疹特異的IgM抗体陰性、ペア血清で

の麻疹特異的IgG抗体価の陽転あるい
は有意上昇がないことを確認すれば更
に確実。

②
は
並
行
し
て

麻疹
診断

②

発疹出現後

4 28日に

IgM＜1．21

1.21≦IgM＜5.0

PCR/ウイルス分離等で麻疹ウイルス
（－）またはペア血清で麻疹特異的IgG
抗体価の陽転あるいは有意上昇がない
ことを確認すれば更に確実。

麻疹ではな
い可能性が

て
実
施
す
る

否定的

4～28日に、

麻疹特異的IgM
抗体検査（EIA

法）※3を、
5.0≦IgM＜8.0

高い。※4

麻疹ではな
い可能性あ
り ※4

数日後に再検しても上昇無く、
PCR/ウイルス分離等で麻疹ウイルス
（－）またはペア血清で麻疹特異的IgG
抗体価の陽転あるいは有意上昇がなけ

医療機関で

実施 IgM≧8.0
麻疹の可能性が高い。PCR/ウイルス分離等で麻疹ウイルス（＋）の確
認あるいは麻疹特異的IgG抗体価の陽転あるいは有意上昇があれば
更に確実。

り。※4 れば、麻疹否定的。

※１ 麻疹と臨床診断したら24時間以内を目途に保健所に麻しん発生届を提出し、それと同時に保健所を通して地方衛生研究所に検体を搬送する。取り扱う検体は自治体によって異なるため、保健所に確認する。
※２ 発疹出現後8日以上経っている場合でも、麻疹ウイルス遺伝子は比較的長期に検出されるとの報告あり。麻疹に限ったことではないが、ウイルス感染症を疑った場合、その原因が明らかになるまでは、ペア血清

での診断を可能にするため、急性期の血清の冷凍保管は、極めて重要である。
※３ 1.21以上を「陽性」と判定している国内の検査キット（デンカ生研（社））での基準。麻疹含有ワクチン接種から8～56日の場合、麻疹特異的IgM抗体が陽性になる場合がある。地方衛生研究所に検体が搬入さ

れていれば、検出される麻疹ウイルスの遺伝子型により、ワクチンによる反応か、麻疹の発症かを鑑別可能となる。ワクチンの場合は遺伝子型Aであり、Ａが検出された場合は、麻しん発生届は削除となる。
※４ パルボウイルスＢ19による伝染性紅斑，ＨＨＶ－６・ＨＨＶ－７による突発性発疹、デング熱の急性期に麻疹IgM抗体が陽性になる場合がある。
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別記様式５－３ 

 

急性脳炎（ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳

炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。） 発生届 

 

都道府県知事（保健所設置市・特別区長） 殿 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第１２条第１項（同条第６項において準用する場合を含む。）

の規定により、以下のとおり届け出る。 

報告年月日 平成  年  月  日 

医師の氏名                            印  

（署名又は記名押印のこと） 

従事する病院・診療所の名称                        

上記病院・診療所の所在地(※)                       

電話番号(※)     （      ）      －          

（※病院・診療所に従事していない医師にあっては、その住所・電話番号を記載） 

 

１ 診断（検案）した者（死体）の類型 

・患者（確定例） ・感染症死亡者の死体  

 

２ 性 別 ３ 診断時の年齢 （0歳は月齢） 

男 ・ 女     歳（   か月） 

 

病      型 １１ 感染原因・感染経路・感染地域 

1)病原体（                    ） 

2)病原体不明 

 

①感染原因・感染経路（ 確定・推定 ） 

 

 

１ 飛沫・飛沫核感染（感染源の種類・状況：   

                        ） 

２ 経口感染（飲食物の種類・状況：        

                        ） 

３ 接触感染（接触した人・物の種類・状況：    

                        ） 

４ 動物・蚊・昆虫等からの感染（動物・蚊・昆虫等の種類・

状況：                  

                        ） 

５ その他（                   

                        ） 

 

 

 

 

②感染地域（ 確定 ・ 推定 ） 

１ 日本国内（   都道府県    市区町村） 

２ 国外（        国 

詳細地域             ） 

 

４ 

 

症 

 

状 

 

 

・発熱  ・頭痛  ・嘔吐  ・項部硬直 

・痙攣  ・意識障害  ・髄液細胞数の増加 

・その他（                  

                     ） 

 

５ 

 

診

断

方

法 

・意識障害を伴って死亡した者、または意識障害を伴っ

て24時間以上入院した者のうち、次の①②③の少なく

とも1つの症状を呈したことを確認 

①38度以上の高熱、 ②何らかの中枢神経症状、 

③先行感染症状 

（熱性痙攣、代謝疾患、脳血管障害、脳腫瘍、外傷等、

明らかに感染性とは異なる場合は除外する。） 

 

 

 

６ 初診年月日         平成  年  月  日 

７ 診断（検案(※)）年月日   平成  年  月  日 

８ 感染したと推定される年月日 平成  年  月  日 

９ 発病年月日（＊）      平成  年  月  日 

10 死亡年月日（※）      平成  年  月  日 

 

（1，2，4，5，11欄は該当する番号等を○で囲み、3，6から 10欄は年齢、年月日を記入すること。 

（※）欄は、死亡者を検案した場合のみ記入すること。 

（＊）欄は、患者（確定例）を診断した場合のみ記入すること。 

4,5欄は、該当するものすべてを記載すること。） 

こ
の
届
出
は
診
断
か
ら
７
日
以
内
に
行
っ
て
く
だ
さ
い 

12



、

別
記

様
式

 保
健

所
コ

ー
ド

　
　

保
健

所
登

録
全

数
報

告
ID

衛
研

受
付

番
号

（
検

体
提

供
者

番
号

）

□
□

-
□

□
-
□

□
□

□
□

□
-
□

□
□

□
-
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

一
類

感
染

症
、

二
類

感
染

症
、

三
類

感
染

症
、

四
類

感
染

症
、

五
類

感
染

症
及

び
指

定
感

染
症

検
査

票
 （

病
原

体
）

患
  

性
  

  
 別

（
　

 男
  

　
　

・
　

 　
女

  
 ）

定
点

医
療

機
関

の
場

合
は

該
当

す
る

も
の

を
○

で
囲

ん
で

く
だ

さ
い

[保
健

所
等

記
載

欄
]（

主
治

医
記

載
可

）

者
  

年
  

  
 齢

（
  

  
 　

 歳
  

　
  

  
ヵ

月
 ）

・
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

定
点

　
・
小

児
科

定
点

　
・
眼

科
定

点
・
散

発
・
地

域
流

行
・
家

族
内

発
生

　
（
 無

、
  

有
 ）

 

[主
治

医
等

記
載

欄
]

・
性

感
染

症
定

点
　

・
基

幹
定

点
　

発
 生

 の
 状

 況
・
集

団
発

生
　

　
（ 

無
、

　
有

 ）
　

　
・
発

生
市

区
町

村
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

 医
療

機
関

等
名

及
び

  
有

の
場

合
（
保

育
所

、
幼

稚
園

、
小

学
校

、
中

学
校

、
高

校
、

大
学

、
宿

舎
・
寮

、
病

院
、

 主
治

医
等

医
師

名
 

老
人

ホ
ー

ム
[介

護
施

設
を

含
む

]、
福

祉
・
養

護
施

設
、

旅
館

・
ホ

テ
ル

、
飲

食
店

、

　
（
記

載
者

）
事

業
所

、
海

外
ツ

ア
ー

、
国

内
ツ

ア
ー

、
そ

の
他

[　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
  

 　
　

  
 　

　
]）

  
検

 体
 送

 付
 日

　
　

　
　

　
　

年
　

　
  

  
月

　
  

　
　

日
分

離
株

（
無

、
有

、
検

査
中

）
 最

近
の

海
外

渡
航

歴
国

名

 診
  

  
断

  
  

 名
期

間
  

  
  

  
年

  
  

月
  

  
日

  
  

～
  

  
  

  
年

  
  

月
  

  
日

 発
  

  
病

  
  

 日
　

　
　

　
　

　
年

　
  

  
  

月
　

　
　

　
日

　
ワ

ク
チ

ン
接

種
歴

（
無

、
　

有
、

　
不

明
）

最
終

接
種

年
月

日
　

　
　

 年
  

  
  

月
  

  
  

日

検
採

  
 取

  
  

日
　

　
　

　
　

　
年

　
  

  
  

月
　

　
　

　
日

ワ
ク

チ
ン

名
（
L
o
t 

N
o
.　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

・
ふ

ん
便

（
腸

内
容

物
、

直
腸

ぬ
ぐ

い
液

）
・
髄

液
・
尿

[地
方

衛
生

研
究

所
記

載
欄

]

査
材

 料
 の

 種
 類

・
吐

物
　

　
・
喀

痰
  

　
・
気

管
吸

引
液

・
穿

刺
液

(腹
水

、
胸

水
、

関
節

液
、

そ
の

他
[ 

  
　

　
　

　
　

  
 　

])
  

記
　

載
　

者
　

名

［
該

当
す

る
も

の
一

つ
を

・
咽

頭
ぬ

ぐ
い

液
（
う

が
い

液
、

鼻
汁

）
・
皮

膚
病

巣
（
水

疱
内

容
、

痂
皮

、
創

傷
）

 抗
体

検
出

  
方

法
（
蛍

光
、

IP
、

E
L
IS

A
、

C
F
、

H
I、

P
A

、
中

和
、

イ
ム

ノ
ブ

ロ
ッ

ト
、

ゲ
ル

内
沈

降
、

凝
集

反
応

、

材
○

で
囲

ん
で

下
さ

い
］

・
結

膜
ぬ

ぐ
い

液
（
結

膜
擦

過
物

、
眼

脂
）

・
陰

部
尿

道
頸

管
擦

過
物

／
分

泌
物

　
そ

の
他

[　
　

　
　

  
  

  
  

  
  

  
  

 　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

]）

・
細

胞
診

、
生

検
、

剖
検

材
料

（
臓

器
  

　
 　

  
  

  
  

　
　

　
  

  
  

  
  

  
  

  
）

　
　

　
  

　
結

果
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

料
・
血

液
（
全

血
、

血
清

、
血

漿
、

抗
凝

固
剤

[　
　

　
　

  
  

  
 　

　
  

  
 　

　
　

]）
検

 出
 年

 月
 日

　
　

　
　

　
　

　
　

年
　

　
  

  
  

 月
　

　
　

　
　

　
日

・
そ

の
他

 （
  

  
 　

  
　

 　
　

  
 　

  
  

  
  

  
  

  
  

 　
　

　
　

　
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 ）
病

検
　

出
　

方
　

法
・
分

離
培

養
  

（
培

養
細

胞
：
細

胞
名

 [
  
  
  

  
 　

 　
　

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 ]

）

臨
・
無

症
状

・
胃

腸
炎

(下
痢

、
血

便
、

嘔
気

、
嘔

吐
、

腹
痛

)
原

［
陽

性
と

な
っ

た
方

法
を

  
  

  
  

  
  

  
人

工
培

地
、

発
育
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付：保健所における NESID入力について 
 

１．届出基準と合致しているかの確認 

・入力前に、届出様式に記載された内容が届出基準を満たしているかを確認する。 

感染症発生動向調査においては、全国のすべての医師が同一の基準（症例定義：case definition）に基づいて届け

出ることによって、正確な解析に適したデータとなります。基準を満たしていない場合には、届出医師にその旨連絡

し、症状の追加や検査診断等、その後基準を満たす変更がないかを確認します。 

 

２．届出後の病型の修正 

1)患者（臨床診断例）→患者（検査診断例） 

・病型を患者（検査診断例）に変更する。 

・診断方法は、検査診断例としての届出基準に合致する、実施された検査方法と結果を入力する。 

・診断年月日は変更せず、備考欄に「○月○日に臨床診断例から病型変更」と入力する。 

・その他の追加・修正情報があれば、必要に応じて変更する。 

患者（臨床診断例）の届出を受理した場合には、届出医師に検査実施の有無を確認し、後日その結果の追加報告

を依頼するか、再度問い合わせて確認します。また、地方衛生研究所で実施する PCR検査・ウイルス分離のための

検体の提供を依頼します。 

 

2)患者（臨床診断例）→検査診断により麻しんではなかったことが判明 

・削除する。 

削除例数は麻しん排除の定義の中に書かれている「質の高いサーベイランス」を示す根拠の一つとなる重要なデー

タとなります。削除理由も重要な情報なので、備考欄に「検査により麻しん否定」など削除理由を入力した後に削除

します。 

 

3)修飾麻しん（検査診断例）→麻しん（検査診断例） 

※届出当初には、届出基準に示された３つの臨床症状がそろっていなかったが、その後そろった場合 

・病型を麻しん（検査診断例）に変更する。 

・症状を追加する。 

・診断年月日は変更せず、備考欄に「○月○日に修飾麻しんから病型変更」と入力する。 

・その他の追加・修正情報があれば必要に応じて変更する。 

 

３．「感染症死亡者の死体」の発病年月日 

・省令上は記載しない（しなくてもよい）とされているが、記載があった場合には入力する。 

特に感染推定日が不明の場合には、発病日の把握は、患者の積極的疫学調査上、非常に重要となるので、可能な

限り把握することが望まれます。 

 

４．「患者（確定例）」の死亡年月日 

・省令上は記載しない（しなくてもよい）とされているが、記載があった場合、また、届出受理後に追加で情報が得ら

れた場合には、死亡年月日欄に入力する。 

この場合、類型が「患者（確定例）」であれば、死体を検案したものではなく、患者として診察した者が後日死亡した

者であることがわかります。致死率の把握は、予防啓発上、また、病原体検索と合わせてウイルスの病原性の変化を

検討する上でも重要なので、可能な限り把握することが望まれます。 

 

５．保健所等における追加情報 

・感染原因・感染経路、感染地域、ワクチン接種歴など、保健所等の調査により得られた追加情報を、入力する。 

・地方衛生研究所等で、行政検査等により実施された検査結果については、検体提出医師に報告するとともに、診

断方法欄に入力する。 

 

６．集団発生に関する情報 

・同一施設に関連した集団発生であることが把握された場合は、備考欄に「○○高校の集団発生関連」などと入力

することが望ましい。 
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７．入力画面にはない「追加項目」の入力方法 

特に診断方法は、麻しんの届出の場合には陰性結果の入力も必要であることに注意してください。（麻しん以外は

陽性結果の得られたものだけです。） 

以下、届出票の項目順に説明します。 

 

４ 症状 

 ①発熱出現年月日：備考欄へ入力する。 

 ②発疹出現年月日：備考欄へ入力する。 

 

５ 診断方法 

 ③検体の種類、検体採取日、結果： 

 検体が「尿」の場合、“その他”欄に尿と入力する。 

 NEID 画面に入力欄が無い情報は“カ）臨床決定 ”の欄を利用して入力する（例：PCR：血液○月○

日、陽性、尿○月○日、陰性、IgM：○月○日 判定保留 0.8 ）。 

 字数を少なくするために、検体や結果については頭文字だけを入力してもよい（例：PCR：血○月○

日、陽、尿○月○日、陰 ）。 

 IgM の結果が「偽陽性」の場合は、「判定保留」を選択する。 

 

11 感染原因・感染経路・感染地域 

 ④感染地域での渡航期間： 

 居住地とは異なる国内の自治体の場合には“市区町村”の欄を利用して、その自治体での滞在期間

（年月日～年月日）を入力する。 （例：名古屋市 23年 5月 1日～5日） 

 国外での渡航期間（年月日～年月日）は、“詳細地域”の欄を利用して、詳細地域とともに入力する。 

（例：マニラ 23年 5月 1日～5日） 

  

   調査実施日 

    ⑤調査実施日：備考欄に、患者本人・家族・関係者への調査を行った場合、初回の年月日を入力する。 

 

要約 
【備考欄へ入力するもの】 

①発熱出現年月日 

②発疹出現年月日 

⑤調査実施日（初回日） 

 

【診断方法 （カ）臨床決定】の欄を利用するもの 

③検体の種類、検体採取日、結果 

 

【感染地域 の 市区町村】欄を利用するもの 

④国内感染の場合の感染地域での滞在期間 

 

【感染地域 の 詳細地域】欄を利用するもの 

④海外感染の場合の渡航期間 
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麻しん発生届入力画面①

麻しん発生届入力画面②

③検査、検体の種類、検体採取日：既存の入力
項目にないものは、「臨床決定」欄を利用して入
力

③検体の種類：「尿」は、「その他」欄へ入力
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麻しん発生届入力画面③

麻しん発生届入力画面④

①発熱出現年月日
②発疹出現年月日
⑤調査実施日（初回日）

④国内の感染地域での滞在期間：
「市区町村」欄を利用して入力

④国外の渡航期間：
「詳細地域」欄を利用して入力
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医医療療機機関関ででのの麻麻疹疹対対応応ガガイイドドラライインン（（第第三三版版））  

平成 23 年 9 月 25 日 

（国立感染症研究所感染症情報センター麻疹対策技術支援チーム） 

 

 本ガイドラインでの「職員」とは、事務職、医療職にかかわらず、当該医療機関を受診する外

来および入院患者と接触する可能性のある常勤、非常勤、派遣、アルバイトのすべてを含む

ものとする。 

 本ガイドラインでの「実習生」とは、当該医療機関を受診する外来および入院患者と接触する

可能性のある学生、実習生のすべておよび指導教官とする。 

 麻疹は空気感染するウイルス感染症で、感染力が強い（基本再生産数（Ｒ０）＝12～18）。本

ガイドラインでの「接触者・曝露者」とは、隔離体制にない麻疹患者が、発熱、カタル症状、発

疹のいずれかを最初に発現した前日から解熱後 3 日を経過するまでの間に、同じ病棟あるい

は同じ階あるいは空調を共有する場所にいたすべてのものとする。 

 本ガイドラインでの麻疹含有ワクチンとは、麻疹単抗原（単味）ワクチン、麻疹風疹混合ワクチ

ン(MR ワクチン)、麻疹おたふくかぜ風疹混合ワクチン(MMR ワクチン)などの麻疹を含んだワ

クチンとする。 

  

要要旨旨（（各各項項のの詳詳細細はは、、各各論論にに記記載載））  

平常時の対応   

 職員・実習生の麻疹罹患歴および麻疹含有ワクチン接種歴を確認する 

 職員・実習生は麻疹予防の観点から、2 回の麻疹含有ワクチン接種歴を原則とする 

 職員・実習生の麻疹抗体価を測定し、陰性あるいは不十分なものを把握する 

 必要な者に麻疹含有ワクチン（現時点では、麻疹風疹混合ワクチンあるいは麻疹単抗原ワク

チン）の接種を推奨する 

院内で麻疹（疑いを含む）患者発生時の対応 

 患者（疑いを含む）を隔離体制とする 

 患者（疑いを含む）が職員・実習生の場合は、速やかに勤務（実習）中止とする  

 院内での調査を開始し、麻疹ウイルスに曝露され、感染・発症する可能性のある患者（外来、

入院を含む）および付き添い者、職員、実習生に対して発症予防策を迅速に検討する 

 麻疹と臨床診断した場合は、速やかに保健所に届け出を行うと共に、保健所を通して地方衛

生研究所に臨床検体（EDTA 血、咽頭ぬぐい液、尿の 3 点セット：自治体毎に指定あり）を搬

送する。 

外来での対応  

 麻疹の疑いのある患者は速やかに別室へ誘導・隔離する 

 麻疹抗体価陽性または麻疹罹患歴が確実な職員、実習生が患者の対応にあたる 

 患者に対応する職員、実習生は必要な感染防御策を行う（特に麻疹抗体価や罹患歴不明の

者が対応する場合） 
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病棟での対応 

 麻疹の疑いのある患者は隔離収容可能な病室に入院させる 

 入院中の患者が麻疹疑いと診断された場合は、速やかに隔離する 

 直ちに患者の行動調査をおこない、接触者を把握する 

 必要な者に対して発症予防策を迅速に検討する 

 発症する可能性のある者は麻疹感受性者（麻疹に対する免疫を保有していないあるいは不

十分なもの）とは隔離する 

麻疹患者発生状況の継続的な把握と疫学調査 

 院内患者発生後 1 か月は、麻疹疑い患者の発生に十分注意し、上記対応・調査を実施する

とともに、疑い患者発生時は、迅速に対応する 

 

注意事項 

 麻疹含有ワクチンの緊急接種にあたっては、接種不適当者＊（免疫不全者、妊婦等）に

接種することがないよう、十分な配慮を行い、予診（任意接種麻疹ワクチン・麻疹風疹混

合ワクチン予診票：参考資料参照）、診察の上、接種が可能と判断したものに対して、接

種を実施する。 

 女性の場合、接種後 2 ヶ月間は妊娠を避けるよう説明を行う。 

 麻疹に対する免疫を保有しない、あるいは不十分である接触者が、麻疹患者との接触後

3 日以内に麻疹含有ワクチンを接種することによって、麻疹の発症を予防できる可能性

がある。しかしながら、流行時には、把握されている患者との接触機会よりも以前に既に

麻疹ウイルスの曝露を受けていることを否定できない。患者との接触後迅速にワクチンが

接種された場合であっても、必ずしも発症を阻止できない場合があることを周知しておく

必要がある。 

 麻疹の潜伏期間が約１０～１２日であることから、麻疹患者と接触した場合は、接触後５

日から 3 週間（免疫グロブリン製剤を投与した場合は 4 週間まで）は発症する可能性があ

ると考えて対応するべきである。 

 麻疹に対する免疫を保有しない、あるいは不十分である接触者が、上記の期間内に発

熱あるいはカタル症状を認めた場合は、外出を避け、あらかじめ麻疹ウイルスに感染して

発症している可能性があることを伝えた上で速やかに医療機関を受診するように説明す

る。接触者が職員・実習生である場合には、周囲への感染伝播の可能性がないと判断さ

れるまで勤務・実習を中止する。 

 麻疹の発症が疑われる患者から受診の連絡を受けた場合は、来院後に当該患者が待

機できるスペースを準備し、可能であれば来院時に別の入り口に誘導するなどして、でき

る限り他の患者との接触がないように配慮する。 

 対応する職員・実習生は、麻疹抗体陽性が確認されている、あるいは麻疹含有ワクチン

の２回接種が記録により確認されている必要がある。 

 



 3

各各論論 

Ⅰ.職員・実習生への対応 

 

１．平常時の対応：最も重要である。 

 雇用・実習開始前あるいは開始時に、すべての職員および実習生の麻疹罹患歴と麻

疹含有ワクチンの接種歴を、母子手帳等の「記録に基づいて」確実に把握しておく。 

 注：記憶による把握はあてにならない。 

 現在の医療機関の職員・実習生は、大半が定期予防接種の対象者＊とはならないが、

2007 年 12 月 28 日に厚生労働大臣により告示された「麻しんに関する特定感染症予

防指針」では、医療従事者、福祉施設等の職員、医療・福祉に関連する大学の学部・

専修学校の学生は、任意接種での接種推奨の対象として位置付けられている。 

 定期予防接種の対象者＊：2006 年 4 月 1 日以降、麻疹風疹混合ワクチンが定期

接種に用いられるようになった。定期予防接種対象者は、1 歳児（第一期）および

小学校入学前一年間の小児（第二期）の 2 回接種となっているが、2012 年度まで

に麻疹を排除することを目的として、2008 年 4 月 1 日から 5 年間の時限措置で、

13 歳になる年度（中学校 1 年生相当年齢の者：第三期）、および 18 歳になる年度

（高校 3 年生相当年齢の者：第四期）にある者に対して、2 回目の接種機会として、

麻疹風疹混合ワクチンの定期予防接種が実施されている。また、2011 年 5 月 20

日～2012 年 3 月 31 日までの間については、17 歳になる年度（高校 2年生相

当年齢の者）にある者を追加。運用については実施要領

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/teiki-yobou/07.html を参照。 

【ワクチン接種の実際】 

医療従事者は麻疹ウイルスの曝露を受ける頻度が高いことに加えて、発症することによる

当該医療機関受診患者への影響が大きい。また、麻疹含有ワクチンの 1 回接種者におい

ては、ワクチン不全者＊＊が一定頻度で存在することから、以下のように行う。 

（ワクチン不全者＊＊：接種後に免疫の獲得ができなかった 1 次性ワクチン不全 primary vaccine 

failure（接種者の 5％未満）および麻疹の流行規模や頻度が減少し、自然感染による免疫の増強効

果（ブースター効果）を受ける機会が減少したことにより、接種後の年数の経過で免疫が不十分とな

り発症する可能性のある 2次性ワクチン不全 secondary vaccine failure（接種者の約 10～20％程度）

の両者を含む。） 

(ア) 記録に基づいた麻疹含有ワクチンの接種歴が 1 回ある場合、 

① 抗体検査を実施せずに、2 回目の麻疹含有ワクチンの接種を考慮する。なお、

1 回目の接種と 2 回目の接種の間隔は最低でも 1 ヶ月以上空いていること。 

② 1 回目の接種後 6 週間以上経過の後、抗体検査を実施して、陰性あるいは不

十分な場合（詳細後述）に 2 回目の麻疹含有ワクチンの接種を考慮する。 

(イ) 記録に基づいた麻疹含有ワクチンの接種歴がなく、かつ検査診断された麻疹罹

患歴がない場合、 

① 1 回目の麻疹含有ワクチンの接種を速やかに実施する。 
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② その後の対応については、1．（ア）参照のこと。 

(ウ) 記録に基づいた麻疹含有ワクチン接種歴が２回以上ある場合、および検査診断

された麻疹罹患歴がある場合、 

① 医療機関（勤務・実習期間中）と被接種者である本人の両方で記録を確実に

保管しておく。 

 近年、抗体検査やその後のワクチン接種等の費用を、医療機関の負担で実施して

いるところが増えてきている。 

 

 麻疹に対する抗体陰性または抗体価が低いと判断された場合であっても、医学的理

由等で接種を受けることができない者や、接種を受けることを希望しない者等に対して

は、健康記録に留めておき、院内での麻疹患者発生時や地域内の流行時には、麻疹

患者の医療・実習に従事しないこととし、麻疹に罹患しないよう十分に配慮する。感

染・発症は本人にとって、また周辺への感染拡大という意味で危険性のあることにつ

いてあらかじめ伝えておく。必要があれば業務の見直しや、場合によっては出勤・実

習を控える等の措置が必要となることもある。 

 

２．麻疹に対する免疫の有無を確認するための抗体価測定方法 

 測定に CF 法は使用しない。 

 酵素抗体法（EIA 法）またはゼラチン粒子凝集法（PA 法）を用いる。 

 EIA 法で測定した場合は感度が高いため、判定結果が「陰性」かあるいは「±」の

場合は、ワクチン接種を強く推奨する。 

 「陽性」の場合、どの程度の EIA 価があれば、発症を予防できるかの判断が

困難であるが、医療従事者ならびに実習生には 2 回接種を求めていることか

らも、1 回の接種しか受けていないものは、2 回目の接種を受けることが望まし

い。測定に用いた診断キットによって、カットオフ値が異なるため、数字の解

釈には注意が必要である。 

 PA 法で測定した場合も感度が高いため、「陰性（＜１：１６）」あるいは、「1：16、 

1：32、1：64 等の低い抗体価」であれば、ワクチン接種を推奨する。 

 麻疹ウイルスに対して免疫を保有している成人の平均抗体価は 1：512～1：

1024 である。 

 中和法 (NT 法) は、検査にかかる労力と時間を考慮すると多くの検体のスクリーニン

グには適さない。 

 既に、ＮＴ法で測定を実施済みで、「陰性（＜１：４）」と判明している場合には、ワ

クチン接種を推奨する。 

 「陽性」であっても 1：4 等の低い抗体価の場合は、ワクチンを接種することでブー

スター効果（免疫増強効果）が得られるとされることから、医療従事者・実習生の

場合は接種を受けておくことを推奨する。 

 赤血球凝集抑制法（HI 法）は、EIA 法、PA 法より感度が低く、免疫の有無を検査する

目的にはあまり推奨できない。 
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 多くの陰性（＜1：8）者が発生してしまう可能性が高い。 

 実習生等を含む医療関係者は、麻疹ウイルスの曝露を受ける頻度が高いことに加え

て、発症することによる受診患者への影響が大きいことから、検査結果がボーダーライ

ンである場合には、接種を受けておいた方が、本人にとって、麻疹を発症するリスクが

減少するという意味でメリットは大きいと考えられる。 

 

 

３．麻疹含有ワクチン接種時の注意点 

 

 ワクチン接種の効果、副反応について十分に説明する。 

 予 防 接 種 ガ イ ド ラ イ ン ( 予 防 接 種 リ サ ー チ セ ン タ ー 発 行 ：

http://www.yoboseshu-rc.com/index.php)などを参考に、予め説明書（参考

資料参照）を作成しておくと接種時に有用である。 

 予診（予診票で確認：参考資料参照）、診察を確実に行う。 

 対象者がワクチン接種不適当者（参考資料参照）でないことを確認する。 

 特に、女性の場合は、妊娠していないこと、妊娠している可能性がないことを

確認すること、接種後 2 ヶ月間は妊娠を避けるように説明することが重要であ

る。 

 接種医により接種可能と判断され、本人がワクチン接種に同意した場合にワクチン

を接種する。 

 予診票へのサイン（本人および接種医）の記入漏れがないように注意する。 

 予診票は少なくとも５年間は保存する。 

 接種後健康状況調査表（参考資料参照）を配布し、副反応と思われる症状が認め

られた場合は、接種医に報告するように説明しておく。 

 使用ワクチンとして麻疹単抗原（単味）ワクチンを用いる場合もあるが、風疹感受性

者対策も重要であることから、麻疹風疹混合ワクチンを選択する方法が勧められ

る。 

 2010 年現在、30～50 代前半の男性では、15～30%程度が風疹に対する免

疫を保有しておらず、妊娠中の女性への感染源となることが懸念されている。

（参考：1977 年～1994 年までは、女子中学生のみが定期接種の対象者であ

ったことから、当時の男子中学生は風疹ワクチンを受けていない者が多く、

また罹患者の割合も少ない。） 

 麻疹含有ワクチンの接種が初めての場合は、1 か月以上の間隔をあけて 2 回接種

を推奨する。（日本環境感染学会のワクチン接種ガイドライン参照）。 

 なお、風疹抗体価は HI 法で測定し、1:16 以下であれば接種を推奨する。 

 極めて稀に、２回目のワクチン接種後も抗体陰性である場合があるものの、

麻疹含有ワクチンの 2 回接種が記録により確認された後は、当該者を感受

性者として扱う必要はない。 

 

４．麻疹患者発生時の対応：職員・実習生に対しては、平常時の対応が

完了していることが原則 
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 麻疹抗体陽性が未確認である、あるいは麻疹含有ワクチンの２回接種が記録により

確認されていない職員・実習生が、麻疹ウイルスに曝露した可能性がある場合、麻疹

患者と接触後 3 日以内であれば緊急ワクチン接種により発症を予防できる可能性が

ある。 

 ワクチン接種不適当者（参考資料参照）に該当しないことを確認する。 

 緊急の抗体価測定法としてEIA法あるいはPA法を選択し、直ちに麻疹抗体

価を測定し、陰性あるいは不十分な場合（Ⅰ.２．参照）、緊急ワクチン接種を

考慮する。 

 抗体検査の結果を入手できるまでに日数を要する場合は、発症を予防でき

る可能性のある期間を逃さないために、抗体価測定を実施せずにワクチン

接種を行なった方が有利である。 

 接触後 3 日を既に過ぎており、4 日以上 6 日以内であれば、免疫グロブリン製剤の注

射により発症を予防できる可能性がある。 

 免疫グロブリン製剤において、筋注用製剤は麻疹発症予防に健康保険適

用が認められているが、静注用製剤は、認められていない。 

 血液製剤であることを考慮の上、罹患するリスクと血液製剤によるリスクにつ

いて、被接種者と十分に相談する必要がある。 

 接種量は免疫グロブリンＧとして 15～50mg/ｋｇ、注射用量：0.1～0.33mL/kg

（参考資料参照）となるため、接種量が多量となり、かなりの疼痛を伴う。 

 上記のいずれの方法も施行しなかった場合は勿論のこと、上記のいずれかの方法で

予防策を講じた場合においても、麻疹の発症を予防できる可能性は 100%ではない。 

 潜伏期間が延長して発症する場合、軽症で発症する場合、典型例として発

症する場合等、様々な結果が予想される。 

 曝露から５日～3 週間（免疫グロブリン製剤を投与した場合は 4 週間）までの

間は、麻疹感受性者との接触がない勤務体制に変更する必要がある。 

 このような事態が発生することがないよう、全ての職員・実習生は、頁１の１．平常時の

対応を実施しておくことが重要である。 

 

５．職員・実習生が麻疹発症を疑われた場合の対応 

 

 麻疹が疑われた職員・実習生は、即座に勤務・実習を中止し、自宅もしくは医療機関

内の適切な個室において隔離体制とする。 

 麻疹と臨床診断された時点で、速やかに保健所に麻疹の患者発生届けを提出する。

届 出 票 は 、

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/pdf/01-05-14-03.p

df からダウンロード可能である。届け出に際しては、国立感染症研究所感染症情報

センター作成の、「医師における麻しん届け出ガイドライン:最新版」を参照のこと。 

 また、2010 年秋以降、麻疹は、可能な限り、検査診断を実施するよう求められている。

麻疹と臨床診断した場合は、保健所を通して速やかに地方衛生研究所に臨床検体

（EDTA 血、咽頭ぬぐい液、尿の 3 点セット：自治体に毎に異なるため、保健所に問い

合わせる）を搬送すると共に、抗体価の測定は医療機関で実施する。 

 検査結果の考え方は、国立感染症研究所麻疹対策技術支援チーム作成の「最近の

知 見 に 基 づ く 麻 疹 の 検 査 診 断 の 考 え 方
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（http://idsc.nih.go.jp/disease/measles/pdf01/arugorizumu.pdf） 」を参照とする。 

 麻疹ウイルスの直接の検出は、臨床診断後 1 日も早い臨床検体の提出が望ましい。

一方、麻疹 IｇM 抗体価は発疹出現後 4～28 日に提出する。IgM 抗体価は、発疹出

現初期は陰性になる場合があること（偽陰性）、HHV-6/HHV-7 による突発性発疹、

パルボウイルス B19 による伝染性紅斑、デング熱の急性期に麻疹 IgM 抗体価が弱陽

性になる場合がある（偽陽性）ので、結果の解釈には十分な注意が必要である。 

 麻疹が疑われた職員・実習生の行動範囲を調査し、インフォームドコンセントのもと、

曝露が疑われる患者、患者の付き添い者、職員・実習生のすべて（行動した病棟内、

行動した階全体、空調を共有している病棟すべて）の麻疹抗体価を測定する。 

 測定方法は EIA 法あるいは PA 法とする。 

 抗体陰性あるいは不十分（Ⅰ.２．参照）であることが確認された患者、付き添

い者、職員・実習生は、Ⅰ.４．と同様の方法で発症予防策を検討する。 

 記録に基づいた麻疹含有ワクチン接種歴が２回以上ある場合、および検査

診断された麻疹罹患歴がある場合は必要ない。 

 麻疹抗体価の測定に関して、インフォームドコンセントが得られなかった場合は、感

受性者として対応し、発症する可能性の有る期間（曝露から５日～3 週間）において

は、麻疹を疑わせる症状について注意深く観察し、疑わしい症状が少しでも認めら

れた場合は、患者については、直ちに適切な個室において隔離体制とする。患者の

付き添い者については、病院への来院を遠慮していただく。職員・実習生について

は、勤務・実習を中止とする。 

 麻疹疑い患者発生に関する調査に関しては、下記のⅢ.を参照する。 

 

 

Ⅱ．麻疹院内感染防止対策 

１．外来での対応 

 麻疹患者が外来の待合室等で、予防策を講じることなく麻疹に対する免疫を保有

していない他の患者や職員・実習生と接触することがないように、最大限の準

備・対応を行う必要がある。（例：外来で、麻疹発症者と 20 分未満空間を共有した

後に、感染・発症した例が報告されている） 
 平常時より来院患者には受付の段階で発疹の有無を確認し、麻疹を否

定できない発疹がある場合には、速やかに別室に誘導・隔離できるよ

うに予め準備しておく。 
 麻疹患者との接触が明らかで、麻疹が強く疑われる症状（発熱および

カタル症状の出現）を認めた場合は、できる限り受診前に電話等で受

診方法を相談してもらうことが望ましいが、相談なく受診された場合

は、受付の段階で速やかに申し出てもらうよう掲示し、速やかに別室

に誘導・隔離できるように予め準備しておく。 
 来院時の入り口を別に設けておくことが望ましい。 
 通常の外来診療時間外に診察を行うことも現実的な方法である。 

 地域で麻疹が流行している、あるいは近隣で 3 週間以内に麻疹の集団

発生がみられている場合には、受付の段階で来院患者に問診票等を用

いて以下の項目を問診し、麻疹発症が否定できない場合は、速やかに

別室に誘導・隔離する。 
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①麻疹患者との接触の有無 
②所属している学校、企業、施設内での麻疹患者発生の有無 
③麻疹罹患歴および麻疹含有ワクチン接種歴 
④発熱、カタル症状の有無 
⑤発疹の有無 

 麻疹（疑い）患者は、できるだけ速やかに隔離体制で診察を行う。 
 患者の対応にあたる職員・実習生は、麻疹抗体陽性が確認されている者、あるい

は麻疹含有ワクチンの２回接種が記録により確認されている職員・実習生に限定

する。ただし、飛沫感染する他の疾患の可能性も考え、サージカルマスクの着用

が推奨される。 
 やむを得ず、麻疹抗体陽性が確認されていないあるいは麻疹含有ワクチンの２回

接種が記録により確認されていない職員・実習生が対応する場合は、本人の防護

のために N95 マスクあるいはそれ以上の性能を持つろ過マスクを着用すべきで

あるが、完全に発症を予防することは困難である。 
 麻疹と臨床診断した患者に対しては、臨床的評価と、上記マスクと手袋を着用の上、

以下に記載したウイルス学的診断のための検査を実施する。ウイルス学的診断が重要

であり、2012 年度までに麻疹の排除を達成するために、2010 年秋以降、厚生労働省

は、可能な限り、検査診断を行うよう求めている。安全かつ適切な検体採取を実施でき

るように常に準備をしておくべきである。 
① 麻疹特異的 IgM 抗体（EIA 法）の確認、②ペア血清で麻疹特異的 IgG 抗体

の陽転あるいは有意上昇の確認（急性期の血清検体を小分けして冷凍保管

しておくことは、ウイルス感染症の診断すべてにおいて重要である）、③咽

頭ぬぐい液あるいは EDTA 血あるいは尿から麻疹ウイルスの直接検出

（RT-PCR 法による麻疹ウイルス遺伝子の検出など）、④咽頭ぬぐい液ある

いは EDTA 血あるいは尿から麻疹ウイルスの分離。なお、ウイルスの直接

検出を行う場合は、臨床診断したら速やかに提出することが望ましい。少

なくとも発疹出現後 7 日以内に提出する。もしこの期間を逃してしまった

場合は、尿が比較的長期間検出されるとの報告がある。 

 ①麻疹特異的 IgM 抗体は、発疹出現後 3 日以内に採血された検体では、

陰性になる場合があるため、患者との接触状況、症状から麻疹が強く疑われ

るにも関わらず IgM 抗体が陰性であった場合は、日を改めて再度検査する

ことに加えて、急性期と回復期のペア血清での抗体検査を実施することが望

ましい。また、2010 年秋以降、可能な限り、麻疹ウイルスの直接検出による

検査診断が求められている。 

 ②-1 ペア血清での抗体の検出において、抗体陽転とは抗体陰性から抗体

陽性になることである。 

 ②-2 ペア血清での抗体の検出において、有意上昇とは、被験血清を段階

希釈して検査する抗体測定方法（HI 法、NT 法、PA 法、CF 法）の場合に用

いる判定基準である。急性期の抗体価に比して、回復期の抗体価が４倍（２

管という表現を使う場合もある。）以上の上昇を認めた場合、有意上昇と判定

する。EIA 法は、＋、±、-のいずれかを示すもので、EIA 法で測定した抗体

価の場合、「倍」という表現は用いられない。そのため、EIA 価の４倍以上の

上昇は、有意上昇には含まれない。厚生労働科学研究によると、EIA価の場

合、2 倍以上の上昇があれば、上記と同等に考えられると報告されている。 

    注）当該疾患が麻疹であるかどうかの確定診断には、上記のように CF 法
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や HI 法が用いられる場合があるが、麻疹罹患後長期間経過した場合、あるいは

ワクチン既接種者で、被験者が麻疹に対する免疫を保有しているかどうかの検

査に、感度が低い CF 法あるいは HI 法を用いることは適していない。また、

secondary vaccine failure（２次性ワクチン不全）等で発症した修飾麻疹の場合、

急性期から麻疹特異的 IgG 抗体価が高値となることが多いので、抗体価の判定

には十分注意する必要がある。 

 ③、④麻疹ウイルスゲノムの検出や麻疹ウイルスの分離を試みる方法がある

が、現時点では、健康保険適用がなされていないため、通常、医療機関の

臨床検査部あるいは検査施設等では実施されていない。そのため、2010 年

秋以降、麻疹ウイルス直接検出による検査診断が全国の地方衛生研究所

で実施されている。臨床検体の提出は、最寄りの保健所に相談し、各自治

体の衛生研究所と連携をとって、対応する必要がある。国立感染症研究所

で実施される場合もある。 

 診察の結果、麻疹疑いあるいは麻疹と臨床診断し、治療上の必要性から入院が必

要と判断される場合は、患者を隔離収容可能な病室に入院させる（自院に入院施

設がないかあるいは隔離収容できる病室がない場合は隔離可能な医療機関を紹

介する）。 

 麻疹脳炎あるいは麻疹肺炎等を合併して、ＩＣＵ等での集中治療が必要になる場合が

あるため、あらかじめ対応を考えておく。 

 自宅での安静加療が可能と判断した場合は、患者を帰宅させるが、 

 感染可能期間内（麻疹発症前 1 日から解熱後 3 日を経過するまで）は

可能な限り他者との接触は避け、公共の交通機関や施設を使用しない

ように指導する。 

 受診のために感染可能期間内に来院するときは、あらかじめ連絡して

から受診するように伝えておく。 

 麻疹の重症度を考慮し、必ず在宅の介護者がいることを確認する。 

 １人暮らしで自宅での付き添い介護が困難な場合は、入院を勧める。 

 

２．入院患者から麻疹患者が発生した場合 

 入院中の患者に麻疹を疑う症状が認められた場合、速やかに個室に収容して隔離体

制とし、麻疹と臨床診断した場合は、速やかに保健所を通して地方衛生研究所でウイ

ルス学的検査を実施する（Ⅱ.1.参照）。麻疹抗体価の測定は医療機関で実施する。

IgM 抗体の提出は発疹出現後 4～28 日の期間に行う。急性期の血清は小分けして冷

凍保管しておく。回復期の血清と共にペア血清で IgG 抗体価の測定を行うため。 

 麻疹抗体陽性が確認されている者、あるいは麻疹含有ワクチンの２回接種が記録によ

り確認されている者以外の接触を禁止する。 

 感染可能期間内（麻疹発症前 1 日から解熱後 3 日を経過するまで）の患者は、原則と

して、病室外に出ることを禁止とする。 

 次に麻疹（疑い）患者の行動を速やかに調査する。 

 入院後、麻疹（疑い）患者として隔離されるまでの間に、接触した入院中の

患者、付き添い者、職員・実習生を含めて全員をリストアップする。 
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 患者が他科の外来受診や検査を受けていなかったか、他の病棟に行ってい

なかったか、入院していた病棟以外の職員・実習生との接触がなかったかど

うかについても、迅速かつ詳細に調査する。 

 次に、接触者と判定された者全員に対して麻疹の罹患歴、麻疹含有ワクチン接種歴を

調査する。 

 特に、麻疹患者が入院する可能性の高い小児科関連病棟、内科病棟、皮

膚科病棟、院内で麻疹発症時の影響が大きい産科病棟、免疫不全患者が

多く入院する病棟においては、平常時から、入院中の患者、付き添い者、職

員、実習生に対する、これらの調査が予め行われていると迅速な対応が可

能となる。 

 罹患歴およびワクチン接種歴に関する記憶がない、もしくは不確実である接触者も多

いと予想されるため、麻疹抗体陽性が確認されている者、あるいは麻疹含有ワクチンの

２回接種が記録により確認されている者、麻疹患者を介護したけれども発症しなかった

者以外の接触者に対しては、直ちに全員の抗体検査を実施する。 

 抗体測定方法は EIA 法あるいは PA 法を選択する。 

 この対策は多大の労力と費用を要することから、少なくとも職員・実習生につ

いては、雇用・実習開始前あるいは開始時、あるいは健康診断時などに麻

疹抗体価を測定し、抗体陰性または抗体価が低い（Ｉ．２．参照）と判断され

た場合は、接種不適当者に該当しない限り、任意接種として、麻疹ワクチン

あるいは麻疹風疹混合ワクチンの接種を済ませておく。 

 抗体価が陰性かあるいは、不十分であることが判明した接触者については、ワクチン

接種不適当者ではないことを確認した上で、大至急麻疹ワクチンあるいは麻疹風疹混

合ワクチン接種を検討する。 

 麻疹患者と接触後 3 日以内であれば緊急ワクチン接種により発症を予防出

来る可能性があり、また 3 日を既に過ぎてしまい、接触後 4 日以上 6 日以内

であれば免疫グロブリン製剤の注射という選択肢がある（Ⅰ.4.参照）。 

 抗体陰性、あるいは不十分であった接触者は、感染の可能性がある日から５

日～３週間（免疫グロブリン製剤を投与した場合は 4 週間まで）は麻疹を発

症する可能性があるため、麻疹感受性者とは完全に隔離する必要がある。 

 職員・実習生については、勤務・実習の中止、あるいは麻疹感受性者とは確

実に隔離することが求められる。 

 抗体陰性あるいは、不十分であることが判明した接触者が発症の可能性の

ある期間内に発熱やカタル症状、発疹等の症状を認めた場合は、速やかに

麻疹発症の可能性を考えて医療機関を受診し、隔離体制とする。 

 感受性者が麻疹患者との接触から既に 1 週間以上経過していることが明らかな場合、

既に感染して潜伏期にある可能性と、感染を免れている両方の可能性がある。 

 感染を免れていると考えた場合、今後の新たな感染機会に備えることを目的

として、接種不適当者に該当しない限り、麻疹ワクチンあるいは麻疹風疹混

合ワクチンの接種を積極的に検討する。 

 特に 30 代～50 代前半の男性は、風疹抗体陽性者の割合が低いため、共に予防して

おくことが極めて重要である。 

 

Ⅲ．麻疹患者発生状況の継続的な把握と疫学調査 
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＊ 麻疹については、通常の院内感染対策とは異なる対応が必要とされる場合が多いため、

上記内容を周知しておく必要がある。状況に応じて、麻疹の院内感染対策を専門とする者

あるいは地域の保健所等に相談することが望まれる。疫学調査についての詳細は、国立

感染症研究所感染症情報センターによる「麻疹発生時の積極的疫学調査ガイドライン」

(URL)を参照されたい 

＊ ここでは医療機関における疫学調査の概略を述べる。 

 

１.麻疹患者発生状況の継続的な把握  

 医療機関内で麻疹患者が最初に確認された場合、当該患者との接触歴を考慮し、発

症前４週間以内に、麻疹を疑う症状が認められた患者がいなかったかどうかについて

調査する。 

 医療機関内で最後に確認された麻疹患者については、当該患者発症後 4 週間は麻

疹を疑う症状が認められる患者がいないかどうかについて厳重に観察する。 

 ２００８年１月１日以降、麻疹は感染症法に基づく感染症発生動向調査による全数把

握疾患に規定されたため、麻疹あるいは修飾麻疹（典型的な症状を満たさない軽症

の麻疹）を診断したすべての医師が、7 日以内に最寄りの保健所へ届け出ることが義

務付けられている。ただし、麻疹に対するより迅速な行政対応に資するため、麻疹を

診断した医師は 24 時間以内を目処に最寄りの保健所への届出を行っていただくよう

求められている。 

 臨床診断（①麻疹に特徴的な発疹 ②発熱 ③咳嗽、鼻汁、結膜充血などのカタル

症状 の 3 つをすべて満たす）のみでも届出対象となるが、届出後に、可能な限り、ウ

イルス学的診断（検査診断）を実施し、その結果を追加して報告することが重要である。

届出票には、麻疹患者の重要な情報として予防接種歴の記載が加えられている。届

け 出 票 は

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/pdf/01-05-14-03.pd

f からダウンロード可能である。 

 麻疹患者発生の情報を、関係者と共有することによって、迅速な対応に繋げられる可

能性がある。 

 保健所において麻疹発生事例に対してその封じ込めや流行の阻止を目的とした積

極的疫学調査が開始されることとなるが、麻疹は感染症法に基づく 5 類感染症であり、

全数把握疾患になっても医療機関からの届出票の記載事項のみでは保健所が疫学

調査を実施し、効果的な対策を講じることは困難である。 

 保健所は、2012 年の国内からの麻疹排除に向けて、感染症法に基づいた積極的疫

学調査を実施している。医療機関は、保健所の要請に基づいて必要とされる情報を

提供する必要がある。 

 届け出基準に基づき、典型的な麻疹（臨床診断例）、典型的な麻疹（臨床診断＋検

査診断例）、修飾麻疹（検査診断例）の３者について把握する。 2011 年 6 月現在、

厚生労働省は、可能な限り、麻疹ウイルスの直接検出法（RT-PCR 法やウイルス分離

等）による検査診断を求めており、確実な検査診断を実施することとする。抗体測定と

ウイルスの直接検出の両方の方法を用いて、総合的な検査診断をすることが求めら

れている（以下のＵＲＬ http://idsc.nih.go.jp/disease/measles/index.html より麻疹の

検査診断アルゴリズム（＝最近の知見に基づく麻疹の検査診断の考え方）の項を参

照）。 

 当該医療機関の職員・実習生、患者、付き添い者を含め、麻疹症例の積極的探査を
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実施する。 

 欠勤者の把握：欠勤理由が麻疹を疑われるものかどうかについて、速や

かに把握する。 

 麻疹が疑われる患者に対する注意喚起を行う。 

 麻疹患者発生を継続的に把握する。 

 麻疹患者の調査 

 臨床症状 

 これまでに受診した医療機関 

 麻疹含有ワクチン接種歴 

 家族の罹患状況・ワクチン接種歴 

 発症前後の行動 

 麻疹患者の感染源を特定し、同定されていない別の感染経路

がないかを確認し、対策を講じるために行う、感染源調査 

 期間：麻疹患者の発症前１～2 週間頃 

 麻疹患者が感染可能期間に接触した者を同定するために行う、

症例行動調査 

 期間：麻疹患者の発症 1 日前から、解熱後 3 日を経過す

るまで 
 接触者調査 

 麻疹患者の発症前日から解熱後３日を経過するまでに接触した者

を把握する。 

 速やかに接触者の麻疹含有ワクチン接種歴、麻疹罹患歴を調査す

る。 

 必要に応じ、発症予防対策を実施する。 

 麻疹患者との最終曝露日を 0 日目として曝露後５日～3 週間（免疫

グロブリン製剤を投与した場合は 4 週間まで）までの期間、健康観察

を実施する。 

 発熱やカタル症状、発疹等を認めた場合は、速やかに麻疹患者に

準じた感染予防策を実施し、確定診断のための検査、管理を実施

する。 

 

おわりに 

麻疹は、日本を含む先進諸国においても致死率は 0．1％程度あるとされており、肺炎、脳炎、

中耳炎、腸炎等の合併症発症率、入院率の高い重症のウイルス感染症である。一旦発症すると

特異的な治療法はなく、唯一の予防方法は麻疹含有ワクチンの接種を2回受けておくことである。

また、治癒後数年～10 年程度経ってから、麻疹患者 10 万人に 1 人程度の割合で発症するとされ

ている亜急性硬化性全脳炎（SSPE）も、発症すると特異的な治療方法がなく、極めて重症の脳炎

である。 

近年国家的な対策によって、「国内からの麻疹排除」を宣言した国々が増加しつつあるが、日

本は2007年の流行をきっかけとして、2012年度までに国内から麻疹を排除し、その状態を維持す

ることを目標として、「麻疹に関する特定感染症予防指針」が厚生労働大臣により告示され（2007

年 12 月 28 日）、麻疹排除に向けて国を挙げた麻疹対策を実施している。 

麻疹輸出国と非難されていた 2008 年までと比べると、麻疹患者報告数は大幅に減少し、2011

年現在、日本は麻疹輸入国へと変わりつつある。しかし、予防接種率が 2 回とも 95％以上になら
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なければ、麻疹の排除は困難であり、これらを達成することで、たとえ海外から麻疹ウイルスが持

ち込まれても大規模な集団発生を予防できる。 

2010～2011 年はヨーロッパで大規模な麻疹の流行が発生しており、アフリカやアジアの国々で

もまだまだ麻疹の患者報告数は多い。2010 年末頃から、海外からの輸入例を発端として国内で

地域的な麻疹の集団発生が起こっているが、特に 4 月中旬以降、首都圏を中心としてヨーロッパ

で主に流行している遺伝子型 D4 あるいは、アジアの国々を中心として流行している遺伝子型 D9

による麻疹の集団発生が起こっている。それぞれの地域で関係者の積極的な麻疹対策により、

2007～2008 年当時のような大規模な流行は予防されている。 

学校等での集団発生を中心とした地域的な流行は完全には抑制できていない事に加えて、

2011 年は報告された麻疹患者の約半数が成人であることに注意が必要である。交通機関による

遠隔地への麻疹の伝播も報告されている。 

医療機関は、麻疹ウイルスに曝露される可能性がきわめて高い機関の一つである。成人患者

の増加に伴う診断の遅れや、麻疹に対する対応の不備等により職員・実習生、あるいは他の患者

への院内感染が報告されている。本ガイドラインは、医療機関の職員・実習生あるいは外来・入院

患者・付き添い者の感染・発症を予防することを目的として作成された。 

医療機関の施設長は、医療機関が地域の麻疹流行の発端、増幅の場とならないように、また、

自施設の職員・実習生、受診する患者、付き添い者を麻疹から守るために、本ガイドラインを参照

して、施設内における麻疹の院内感染対策に努めて欲しい。 

医療機関内で麻疹の発生があった場合、院内感染対策、実際の二次三次患者発生、病棟の

閉鎖、調査など、大変な手間と時間と費用を要する。また減収にも結びつく。これらを生じさせな

いためには「平時の対応」をきちんと常日頃から行っていくことを強くお勧めする 

麻疹に関する緊急対応ならびに麻疹患者発生時の疫学調査に際しては、必要があればいつ

でも以下の連絡先にご相談いただきたい。医療機関、保健所、行政機関等で感染症対策担当者

と協力しながら、対策・調査の助言や技術的支援を行うことが可能である。 

 

連絡先：TEL: 03-5285-1111、FAX: 03-5285-1129 

国立感染症研究所 感染症情報センター第三室（内線：2536） 

   同   実地疫学専門家養成プログラム(FETP)（内線：5030、2584） 
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健 第 １ １ ７ ５ 号

平成２３年 １月２４日

(社)岡山県医師会長 殿

(社)岡山県病院協会長 殿

岡山県保健福祉部長

麻しんの検査診断について

麻しん対策の推進につきましては、日頃からご理解、ご協力をいただきお礼申し上げます。

麻しん対策については、「麻しんに関する特定感染症予防指針（平成１９年１２月２８日

厚生労働省告示第４４２号）」に基づき、平成２４年までに麻しんを排除することを目標と

して取り組んでいるところでありますが、厚生労働省から別添のとおり通知がありましたの

で、ご了知の上、医療機関において麻しんと診断した場合には、感染症法に基づく発生届と

併せて、患者の検体についても提出いただきますよう、貴会員に対して周知願います。

なお、患者の検体の採取については、別添「麻しん患者の検体採取について」により採取

いただきますよう、併せて周知願います。

また、本通知は、次のホームページに掲載しておりますことを申し添えます。

記

岡山県保健福祉部からの医療安全情報等のお知らせ

http://www.pref.okayama.jp/hoken/hohuku/tuuchi/top.htm

岡山県保健福祉部健康推進課

担当：羽原

TEL:086-226-7331

FAX:086-225-7283

okayamaken-23-1-78
写



麻しん患者の検体（ＰＣＲ検査）採取について

岡 山 県

臨床診断により麻しんと診断された段階で、検体（ＰＣＲ検査）採取にご協力ください。

検体は、①咽頭ぬぐい液、②血液（全血）、③尿の３種類ありますが、いずれか１種類以

上採取して下さい。

血液の麻しんＩｇＭ抗体検査については、引き続き医療機関または民間の検査機関で実施

願います。

検体採取容器については、医療機関で使用しているもので差し支えありませんが、各保健

所にも用意しておりますますので、予め配布を希望される場合はお問い合せください。

検体の採取方法

＜咽頭ぬぐい液＞

保健所から配布する咽頭ぬぐい液の専用輸送液は、冷凍で保管されているので、使用時

に温湯（熱湯不可）で解凍する。

滅菌綿棒で咽頭をぬぐい、綿棒の柄をハサミ等で適当な長さにカットし、その先を専用

輸送液の入った容器に入れ密栓する。

＜血液（全血）＞

全血をＥＤＴＡ加容器又はクエン酸Ｎａ加容器に２ｍＬ以上採取する。

※ヘパリン加血液では遺伝子検査は行えません。

＜尿＞

尿培養用容器（清潔な尿スピッツ）に、１０ｍＬ以上採取する。

検体の保管

提出するまでの間は、冷蔵（４℃以下が望ましい）で保管して下さい。

検体の提出方法

所轄の保健所へ提出して下さい。

その他

発症からできるだけ早い時期の検体を採取願います。

積極的疫学調査の一貫として実施しますので、医療機関に費用はかかりません。

鑑別診断や除外診断のための検査ではありません。

検体の採取方法等について不明な点があれば、所轄の保健所へお問い合せください。

別添





 

麻しんの検査診断には、ＰＣＲ検査が有用です。 

保健所を通じて、検体をご提出ください。 
 

○ 臨床的に麻しんと診断された症例や、麻しん IgM抗体が陽性の症例であっても、実際

には、伝染性紅斑や突発性発しんなど、麻しん以外の症例が存在します。 

○ 我が国では、麻しん排除を目指して取り組んでおり、真の麻しん症例が減ってきてい

ることから、麻しんと診断される症例のうち、実際には麻しんではない症例の割合が増

えていきます。このため、麻しんの確定診断のためには、これまでよりも、精度の高い

検査診断が必要になっています。 

○ 地方衛生研究所や国立感染症研究所では、麻しんの検査診断のためのPCR

検査を実施しています。発症からできるだけ早い時期の検体を採取し、保

健所を通じてご提出ください。あわせて、感染症法に基づく届出を行って

ください。 

○ 検体の採取・提出方法は、最寄りの保健所にお問い合わせください。 

 

 

 

 

○ 検査の結果は、提出元医療機関にご報告するだけでなく、国内の麻しん

症例数の正確な調査や、麻しんの感染経路の調査などに役立てられます。 

 

～2012年の麻しん排除に向けて、取り組みを進めています～ 

 我が国では、WHO とともに、2012年までの麻しん排除を目標としています。世界では、南北アメリ

カなど、多くの地域で、もはや麻しんの流行はみられず、麻しんの排除が宣言されています。  

麻しんにかかると、肺炎や脳炎などで 1000 人に 1人が死亡する可能性があるなど、麻しんは重大

な病気です。子どもたちの命を守るためにも、麻しん排除に向けて、取り組みを進めています。 

地方衛生研究所で行う検査は、麻しん排除のためにも重要です。皆さまのご協力をお願いいたしま

す。 
 

～麻しんを診断した際には、速やかに届出が必要です～ 

麻しんは感染症法の５類感染症であり、診断した全ての症例について医師による届出が必要です。

麻しんを診断したら、速やかに、保健所に届け出てください。 

 

z 検体（咽頭ぬぐい液、血液、尿）は、4℃で保存して、速やかに提出してください。咽頭ぬぐい液 

の採取キットは保健所に配布されています。血液は、全血を EDTA加容器に 2ml、尿は、尿培養用 

容器に 10～20ml採取してください。 

z 地方衛生研究所で行う検査は、麻しんと臨床診断した症例と麻しん IgM抗体陽性の症例の検体が 

対象です。鑑別診断や除外診断のための検査は行いません。 

（注）麻しん症例であっても、検体の採取時期によって、PCR 検査で陽性にならないことがあります。 




